
湖沼高地教育研究センター諏訪臨湖実験所利用者心得 

 

令和6年8月1日 

１．本実験所を利用する者は、以下の事項を遵守すること。  

２．本実験所は教育・研究の目的以外には利用できません。  

３．本実験所の利用申込は、湖沼高地教育研究センター長宛とし申請書を提出すること。

また、事前に理学部総務グループ（会計）より「利用承認書」を受け取ること。  

４．湖沼高地教育研究センター長が許可した場合を除き、学生のみの利用はできません。  

５．定員は30名です。30名を超えての利用はできません。（先に予約済のグループがあ

り、合計で30名を超える場合、後から申し込まれたグループは利用をお断りする場合

があります。）  

６．本実験所の敷地内は一切禁煙です。 

７．調理用器具・暖房用器具等、火気の取り扱いには充分注意すること。  

８．食堂（ミーティングルーム）の利用は、夜9時までです。9時以降の利用はご遠慮願い

ます。  

９．利用時は整理整頓に努め、利用終了時には必ず清掃すること。  

10．利用終了時には、扉・窓の施錠、ガスの元栓・照明等を必ず点検すること。  

11．その他、他者に迷惑をかける行為、管理上支障を及ぼす行為等は絶対にしないこと。  

12．この「利用者心得」を遵守しなかったグループには、次回以降利用を許可しません。  

 

【申込み・お問合せ先】  

理学部総務グループ（会計） 

TEL 0263-37-2464（直通） 


